
訪問介護事業所支援事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、人手不足が喫緊の課題である訪問介護サービスについて、県内訪問介

護事業所における人材確保体制の構築を図るため、介護事業所支援事業費補助金実施

要領（令和７年３月２８日伺定。以下「実施要領」という。）に基づき、県内訪問介

護事業所が事業を実施するのに要する経費に対し、予算の定めるところにより補助金

を交付するものとし、その交付については、大分県補助金等交付規則（昭和４３年大

分県規則第２７号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定める

ところによる。 

 

（補助対象経費、補助率及び上限） 

第２条 前条の補助金の交付の対象となる経費、補助率及び上限は次のとおりとする。 

（１）補助対象経費 

   ア 経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援 

    事業所における経験年数の長いホームヘルパーが、一定期間、経験年数の

短いホームヘルパーや訪問業務に従事した経験のないホームヘルパーに同

行し、訪問介護サービスの質の確保を図るための技能・技術の向上に向けた

指導を行う取組に要する経費を対象とする。 

  イ 介護人材・利用者確保のための広報活動に関する支援 

    事業所が介護人材や利用者の確保のために行うホームページの開設・改修

に係る経費や広報宣材（リーフレット、チラシ等）の作成・印刷等の広報に

要する経費を対象とする。 

（２）補助率及び上限 

   ア 経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援 

事業所所在地 補助基準額（１回単価） 補助上限 補助率 

中山間・離島

等地域※ 

30 分未満の同行支援 3,500 円 
30 回 

10/10 
30 分以上の同行支援 5,000 円 

上記以外地域 
30 分未満の同行支援 2,500 円 

30 回 
30 分以上の同行支援 4,000 円 

     ※中山間地域等（「厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域（平成二十一

年厚生労働省告示第八十三号）」の第一号に定める地域をいう。）及び離島

等地域（「厚生労働大臣が定める地域（平成二十四年厚生労働省告示第百

二十号）」）に掲げる地域をいう。） 

イ 介護人材・利用者確保のための広報活動に関する支援 

  実支出額と次に掲げる補助基準額を比較して少ない方の額とする。 

 



補助基準額（１事業所当たり） 補助上限 補助率 

30 万円 30 万円 10/10 

２ 前項の規定に関わらず、次の場合については、交付対象外とする。 

 （１）経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援 

ア 訪問介護サービスの提供時間が 20 分未満の場合 

   イ 訪問介護サービスの提供場所が老人福祉法に規定する養護老人ホーム、軽費

老人ホーム及び有料老人ホーム、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定

するサービス付き高齢者向け住宅の場合 

 （２）介護人材・利用者確保のための広報活動に関する支援 

   訪問介護事業所以外の広報に要する経費 

 

（補助金の交付申請） 

第３条 規則第３条第１項の規定による申請は、補助金交付申請書（第１号様式）によ

るものとし、次に掲げる書類を添付し、知事が別に定める期日までに知事に提出しな

ければならない。 

（１）事業計画書（第２号様式） 

（２）その他知事が必要と認める書類 

２ 規則第３条第３項の規定により、申請書若しくは添付書類に記載すべき事項又は添

付すべき書類のうち省略することのできるものは、同条第２項第１号、第２号及び第

６号に掲げる事項とする。 

３ 第１項の規定による申請書を提出するにあたって、事業実施主体について、当該補

助金に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）仕入控除税額（補助

対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）

に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計

額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）がある場合は、これを減額して申

請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除

税額が明らかでない場合は、この限りでない。 

 

（補助条件） 

第４条 規則第５条の規定による補助条件は、次のとおりとする。 

（１） 補助事業の内容又は経費の配分の変更（知事が定める軽微な変更を除く。）

をする場合は、補助事業変更承認申請書（第３号様式）を知事に提出し、その

承認を受けること。 

（２） 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、知事の承認を受けること。 

（３） 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となっ

た場合は、速やかに知事に報告し、その指示を受けること。 

（４） この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭（預金）出納



簿等の帳簿及び契約書、領収書等の証拠書類は、補助事業が完了した日の属す

る年度の翌年度から起算して５年間整備保管すること。 

（５） 第３条第３項ただし書きの規定により補助金の交付申請をした場合は、第９

条の規定による実績報告書の提出時に、当該補助金に係る消費税等仕入控除税

額が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告すること。 

（６） 第３条第３項ただし書きの規定により補助金の交付申請をした場合は、第 10

条の規定による補助金の額の確定通知を受けた後において、消費税等の申告に

より当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定したときは、その金額（前

号の規定により減額した場合は、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を

補助金に係る消費税等仕入控除税額確定報告書（第４号様式）により速やかに

知事に報告するとともに、当該金額を返還すること。 

（７） 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団

（同法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）若しくは暴力団員と密接な関

係を有する者であってはならないこと。 

（８） その他、規則、実施要領及びこの要綱の定めに従うこと。 

２ 規則第５条第１項第１号の規定による知事の定める軽微な変更の範囲は、補助金

の額に変更を及ぼさない変更で、次のとおりとする。 

（１）補助金の交付目的に反しない事業内容の変更 

（２）補助対象経費の２０パーセント以内の増減 

 

（補助金の交付決定の通知） 

第５条 規則第６条の規定による通知は、補助金交付決定通知書（第５号様式）により

行うものとする。 

 

（申請の取下げのできる期間） 

第６条 規則第７条第１項の規定により申請の取下げのできる期間は、補助金交付決定

通知書を受理した日から起算して１５日を経過した日までとする。 

 

（補助金の交付方法） 

第７条 この補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、知事が必要と認める場

合は、概算払の方法により交付することができる。 

 

（補助金の交付請求） 

第８条 補助金の交付決定の通知を受けたものが、補助金の交付を請求しようとすると

きは、補助金交付請求書（第６号様式）を知事に提出しなければならない。 

 

 



（実績報告） 

第９条 規則第１２条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書（第７号様式）に

よるものとし、次に掲げる書類を添付し、事業完了若しくは廃止の承認を受けた日か

ら起算して３０日を経過した日、又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌

年度の４月２０日のいずれか早い期日までに知事に提出しなければならない。 

（１）事業実績書（第８号様式） 

（２）その他知事が必要と認める書類 

 

（補助金の額の確定通知） 

第 10 条 規則第１３条の規定による通知は、補助金の額の確定通知書（第９号様式）

により行うものとする。 

 

（個人情報の保護） 

第 11 条 補助事業の実施に当たって知り得た個人情報は、補助事業者の責任の下で厳

重に管理し、本人の承諾を得ずに他の目的に使用してはならない。 

２ 補助事業者は、個人情報の保護について、個人情報の保護に関する法律（平成十五 

年法律第五十七号）に規定する内容を遵守しなければならない。 

 

附則 

この要綱は、令和６年度の予算に係る訪問介護事業所支援事業費補助金から適用する。 

この要綱は、令和７年度の予算に係る訪問介護事業所支援事業費補助金から適用する。 


